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　これまで嵐山町B＆G海洋センター、ふれあい交流センター及び役場生涯学習課窓口で毎月初めより行っているスポーツ
施設の予約による使用申請について、利用者の負担軽減のため令和６年度分より、以下のとおり予約方法を一部変更します。

　これまで、ふれあい交流センター窓口で毎月初めに行っていた各交流センターの予約による使用申請について、登録団体
利用者の負担軽減を図るため、登録団体については令和６年度分より、３か月に一度の手続きに変更いたします。

　なお、予約制限解除は使用月の毎月初めとなります。
　詳しくは窓口配布のチラシや町ホームページをご確
認ください。不明な点等は、ふれあい交流センターへ
お問い合わせください。

＜町内登録団体＞※再申請は抽選終了後受付 ＜町外登録団体＞

・毎月１５日（※２）以降は、翌月の予約制限を解除する。
※１：抽選日の１０日が土・日・祝日の場合、その直後の平日とする。※２：１５日が土・日・祝日の場合、その直後の平日とする。

＜町内団体の予約受付開始日及び菅谷テニスコート利用に関する町内団体の抽選日＞

i 町内スポーツ施設の予約方法が一部変更となります

i 町内各交流センター予約による使用申請は令和６年４月分より、３か月に一度に変更となります

　生涯学習課　　０４９３－６２－０８２４問 ℡

　ふれあい交流センター　　０４９３－６２－２１４４　　０４９３－６２－１１２４問 ℡ ℻

町内スポーツ施設
（菅谷テニスコート以外）
１回の予約で、１施設を週２回までとする。
（１週間は日曜日から土曜日の７日間）

・町内団体：３か月に一度、月初めより、翌月から３か月分を予約可
・町内個人：毎月初めより、翌月の１か月分を予約可
・町外団体・個人：毎月１０日（※１）以降より、翌月の１か月分を予約可

菅谷テニスコート
１回の予約で、週１回まで
週２コートまで、合計６時間までとし、１コートの
連続した使用時間は３時間までを上限とする。

・町内団体：３か月に一度、１日から９日の間に、翌月から３か月分の予約
を申請していただく。その結果重複のある団体のみ１０日（※１）
に抽選を行い、抽選結果に基づき、早い順に受付。

・町内個人、町外団体・個人：毎月１５日（※２）以降、翌月の１か月分を予約可

町内団体予約受付開始 予約受付の期間（翌月から３か月分） 菅谷テニスコート抽選日
令和６年３月１日（金） 令和６年４月１日から６月３０日まで 令和６年３月１１日（月）

６月３日（月） ７月１日から９月３０日まで ６月１０日（月）
９月２日（月） １０月１日から１２月２７日まで ９月１０日（火）
１２月２日（月） 令和７年１月６日から３月３１日まで １２月１０日（火）

令和７年３月３日（月） ４月１日から６月３０日まで 令和７年３月１０日（月）

対象期間 受　付　期　間 抽選、申請
令和６年
４月～６月の３か月間

令和６年
２月２０日（火）～２６日（月）

令和６年
３月１日（金）　９時より

令和６年
７月～９月の３か月間

令和６年
５月２１日（火）～２７日（月）

令和６年
６月３日（月）　９時より

令和６年
１０月～１２月の３か月間

令和６年
８月２０日（火）～２６日（月）

令和６年
９月２日（月）　９時より

令和７年
１月～３月の３か月間

令和６年
１１月２０日（水）～２６日（火）

令和６年
１２月２日（月）　９時より

令和７年
４月～６月の３か月間

令和７年
２月２０日（木）～２６日（水）

令和７年
３月３日（月）　９時より

対象期間 受付期間

令和６年４月～６月の３か月間 令和６年３月２日（土）～

令和６年７月～９月の３か月間 令和６年６月４日（火）～

令和６年１０月～１２月の３か月間 令和６年９月３日（火）～

令和７年１月～３月の３か月間 令和６年１２月３日（火）～

令和７年４月～６月の３か月間 令和７年３月４日（火）～

＜未登録団体・個人＞
対象期間

毎月の１か月間 ・３、６、９、１２月は町外登録団体と同日より受付
・上記以外の月は、月初めの最初の平日より受付
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　狂犬病予防注射を実施します。登録済の飼い主の方は、３月上旬に注射
のご案内はがきを郵送しますので当日持参してください。未登録犬を飼育
している方は、注射会場で予防注射と登録手続きをする必要があります。
（注射会場で注射を受けられなかった場合、動物病院で注射接種後に「注
射済証明書」と「交付手数料」を持ち、環境課で注射済票の交付を受けて
ください。）

　埼玉県収入証紙制度の廃止に伴い、県収入証紙の利用が終了となります。販売については、令和５年１２月末日に終了しており、役
場会計課及び埼玉縣信用金庫派出所においても販売は終了していますのでご注意ください。現在お手持ちの県収入証紙の還付は埼玉
県出納総務課で受け付けています。今後は、原則として埼玉県の手数料を納入する行政機関窓口でのキャッシュレス支払となります
のでご注意ください。なお、キャッシュレス支払については、令和５年１０月２日より開始されています。詳細は埼玉県ホームページ
をご参照ください。※国の収入印紙とは異なります。ご注意ください。
県証紙利用終了期日　令和６年３月末日　　県収入証紙の還付期日　令和１０年１２月末日
【キャッシュレス決済方法】
①窓口申請（窓口でのキャッシュレス端末による支払手続）クレジットカード、電子マネー、コード決済、デビッドカード
②電子申請（「埼玉県電子申請・届出サービス」による来庁不要の支払手続）クレジットカード、ペイジー
※①、②ともに、使用可能なクレジットカード等の種類については、県ホームページをご覧ください。

　町内に数ある観光資源について、それぞれが観光に関して担う役割を町として位置付け、効果的に観光施策を推進することを目的
として、観光資源の保護・育成及び開発に関する町の方針を作成します。
○方針の案の縦覧
縦覧内容　嵐山町観光資源の保護・育成及び開発に関する方針の案
縦覧期間　３月４日（月）～２５日（月）※土日祝日を除く８時３０分から１７時１５分　縦覧場所　企業支援課、町ホームページ
○原案に対する意見書の提出
　嵐山町在住及び利害関係者　提出先　企業支援課　提出期限　３月２５日（月）まで（郵送の場合、期日必着）
提出方法　企業支援課へ持参、郵送、FAX、電子申請　※意見への個別回答はいたしません。
対

　スポーツ少年団の団員を募集しています。
　下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

＜予防注射の際のお願い＞
▶逃げられないように犬を制御できる人が連れて来てくだ
さい。
▶狂犬病予防注射は、犬が健康な状態であっても、ごくま
れに副作用などが起こることがあります。注射後、犬の状
態をより注意深く観察してください。もし異常が出たとき
は、すぐに獣医師へ連れて行ってください。
▶飼犬が死亡、飼い主又は町内転居などで登録内容が変更
になっているときは、環境課へ届け出てください。
▶死亡や町内転居等による届出は電子申請でも受付してい
ます。

i 令和６年度狂犬病の集合予防注射の実施

i 埼玉県収入証紙の利用が終了します

i 観光資源の保護・育成及び開発に関する町の方針の案の縦覧

i スポーツ少年団　団員を募集しています！

　環境課　　０４９３－６２－０７１９問 ℡

　生涯学習課　　０４９３－６２－０８２４問 ℡

　埼玉県出納総務課　　０４８－８３０－５７１４問 ℡

　企業支援課　　０４９３－６２－０７２０問 ℡
　０４９３－６２－０７１３℻

スポーツ少年団
代表者 活動種目 主な活動場所 活動日 活動時間 問合せ

嵐山ライナーズ
小島　進 少年野球 志賀小グラウンド

花見台グラウンド 土、日、祝 ８：３０～１２：３０ 小島　進 ℡０７０－２７９８－８４５７

嵐山ウイングス
関根一樹 少年野球 菅谷小グラウンド 土、日、祝 ８：３０～１２：３０ 石井　章 ℡０４９３－６３－０２８７

℡０９０－３５３０－２９１０
嵐山町サッカー
畝迫昌和 サッカー 総合運動公園 土、日、他 ８：３０～１２：３０ 畝迫昌和 ℡０４９３－６２－５６６８

℡０９０－３４０９－７２０９
嵐山ガッツJr
冨岡文雄

バレーボール
（男・女） 菅谷小体育館 水、金（高学年） １７：３０～２０：００ 江森不二男 ℡０４９３－６２－６９８２

℡０９０－１５５３－７６４８土、日、祝 ９：００～１２：００
武蔵嵐山少林寺拳法

岡本幹夫 少林寺拳法 B＆G海洋センター 土 １３：００～１５：００ 岡本幹夫 ℡０４９３－６２－３４３９
℡０９０－１７６７－６４０９北部交流センター 水 １８：００～２０：００

＜料金＞※つり銭のないようにご準備ください。

＜集合狂犬病予防注射会場一覧＞

注射料 注射済交付手数料 登録手数料 合計

未登録犬 ２,９５０円 ５５０円 ３,０００円 ６,５００円

登録犬 ２,９５０円 ５５０円 × ３,５００円

実施日 会　場 時　間

４月５日
（金）

古里コミュニティー消防センター ９時～９時３０分
ふれあい交流センター（菅谷） １０時～１０時３０分
鎌形北部集会所 １１時～１１時３０分

４月８日
（月）

川島集会所 ９時～９時３０分
志賀２区自治会館 １０時～１０時３０分
北部交流センター（吉田） １１時～１１時３０分

４月９日
（火）

杉山公民館 ９時～９時３０分
平沢コミュニティーセンター １０時～１０時３０分
大蔵構造改善センター １１時～１１時３０分

変更届はこちら

死亡届はこちら


